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商号又は名称について，明らかに文字コードが誤って記録されているものの更正

商 号 株式会社サポー卜

株式会社サポート 平成３０年１０月 １日許可

平成３０年１０月 １日商業

登記法第１３３条第２項の規

定に準じて更正

※ 本件登記は，商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号）第３０条第１項柱書きに規定する「（商業

登記）法第１３３条第２項の規定による登記」及び商業登記等事務取扱手続準則（平成１７年３月２日付

け法務省民商第５００号民事局長通達）第３５条(2)に規定する「（商業登記）法第１３３条第２項の規

定による更正登記」に該当する。

※ 本件登記は，漢字「卜」（うらなう）を片仮名「ト」に更正するものである。
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